
令和５年度大津市防災会議 

次    第 
 

日時：令和６年３月２１日（木）１４時３０分 

場所：大津市役所新館２階 災害対策本部室及びＷＥＢ会議室 

 

１  開 会 

 

 

 

２  議   題 

・ 議案第１号 大津市地域防災計画の修正について（案） 

 

 

３  そ の 他 

・ 令和６年能登半島地震に関する対応について 

 

 

４  閉 会 
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(敬称略）

号 委員 機　関　名 職　名 委員氏名 出欠状況

近畿財務局大津財務事務所 所長 大野　隆幸 欠席

近畿中国森林管理局滋賀森林管理署 署長 元山　英樹 欠席

近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 事務所長 若公　崇敏 会場

近畿地方整備局滋賀国道事務所 事務所長 谷　成二 欠席 代理

近畿農政局滋賀県拠点 地方参事官 村山　浩稔 会場

陸上自衛隊第３偵察戦闘大隊 偵察中隊長 荒牧　永吉 会場

滋賀県防災危機管理局 防災対策室長 野瀬　千晴 会場

滋賀県大津土木事務所 所長 岩﨑 一彦 会場

大津警察署 署長 竹谷　均 欠席

大津北警察署 署長 石居　高廣 欠席

大津市 副市長 杉江　達秀 会場

大津市 副市長 北澗　弘康 会場

大津市企業局 公営企業管理者 國松　睦生 会場

第５号 教　育　長 大津市教育委員会 教育長 島崎　輝久 会場

消 防 局 長 大津市消防局 局長 山川　真也 会場

消 防 団 長 大津市消防団 団長 今井　俊博 ｗｅｂ

西日本旅客鉄道株式会社　大津駅 駅長 田中　佐奈恵 会場

西日本電信電話株式会社　滋賀支店 支店長 若林　宣公 ｗｅｂ

日本赤十字社　滋賀県支部 事務局長 西出　佳弘 欠席

日本通運株式会社　滋賀支店 支店長 清水　秀樹 会場

関西電力送配電株式会社　滋賀本部 滋賀配電営業所長 岩井 拓三 会場
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道路事務所
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滋賀県トラック協会　大津支部 支部長 北川　光男 会場

日本郵便株式会社大津中央郵便局 局長 矢田　公明 欠席

日本赤十字社大津赤十字病院 院長 小川　修 ｗｅｂ

日本放送協会大津放送局 副局長 太田　敦 欠席
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令和５年度大津市地域防災計画等修正案（概要版） 

１ 大津市地域防災計画とは 

大津市では災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、大津市の地域に係る災害に関し、災害予防、災害応急対策

及び災害復旧・復興等に関する事項を定めた｢大津市地域防災計画｣を策定している。 

 
 

２ 計画修正の趣旨 

令和5年度の計画修正においては、国の防災基本計画及び滋賀県地域防災計画の修正内容や近年の災害の教訓

による今年度の本市の取組等を「大津市地域防災計画」へ反映し、修正案を取りまとめた。 

 
 

３ 大津市地域防災計画および大津市水防計画における今回の修正箇所 

   大津市地域防災計画   大津市水防計画 

   風水害等対策編   震災対策編   大規模事故対策編   原子力災害対策編   資料編 

 
 

４ 大津市地域防災計画の主な修正内容 

（１）災害時における熱中症の予防や対処法に関する普及啓発 

    災害時における熱中症の予防や対処法に関する普及啓発について追記 

 

（２）災害対策本部の設置基準 

    長周期地震動階級4 が観測された場合にも、災害対策本部を設置する旨を追記 

 

（３）雪害対策に係る体制強化 

雪に伴う大規模な立ち往生が発生した場合の関係機関の連携や滞留車両の乗員保護及び公共交通機関が運

行を停止した場合の帰宅困難者対策について追記 

 

（４）指定避難所及び指定緊急避難場所、指定福祉避難所の変更 

社会福祉法人大津びけん会特別養護老人ホームひかりの里を指定福祉避難所に指定。 

 

（５）避難確保計画対象施設の見直し 

要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年度に土砂災害防止法及び水防法が改正されたこ

とに伴い、土砂災害警戒区域内及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、市

への提出、訓練の実施等について記載しており、資料編別冊記載の対象施設について追加修正する。 

 

今回、下記の着色部分に係る追加・修正等を実施した。 

なお、水防計画については修正なし 

資料 1 



Lake Biwa

0

大津市地域防災計画の
修正について（案）

令和６年３月２１日

大津市防災会議

議案第１号

資料2



Otsu City

Lake Biwa
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大津市地域防災計画の構成

今回、着色部分に係る
追加・修正等を実施しました

大津市地域防災計画

風水害等対策編

資料編

震災対策編

大規模事故対策編

原子力災害対策編



Otsu City

Lake Biwa

2

主な修正（案）のポイント

① 災害時における熱中症の予防や対処法に関する
普及啓発
災害時における熱中症の予防や対処法に関する普
及啓発について追記。

② 災害対策本部の設置基準
長周期地震動階級4が観測された場合にも、災害対
策本部を設置する旨を追記。

④ 指定避難所及び指定緊急避難場所、指定福祉
避難所変更
施設の追加や指定変更等の理由により、指定避難
所及び指定緊急避難場所、指定福祉避難所を一部
変更。

⑤ 避難確保計画対象施設の追加等
土砂災害警戒区域内及び浸水想定区域内の要配慮
者利用施設における避難確保計画の作成、市への提出、
訓練の実施等の対象施設の追加・修正。

③ 雪害対策に係る体制強化
雪に伴う大規模な立ち往生が発生した場合の関係機
関の連携や滞留車両の乗員保護及び公共交通機関
が運行を停止した場合の帰宅困難者対策について追
記。



Otsu City

Lake Biwa

3

新旧対照表 風水害対策編P.2 P.4
新旧対照表 震災対策編P.3

① 災害時における熱中症の予防や対処法
 に関する普及啓発

〇令和3年5月の防災基本計画修正において
「特に，夏季には熱中症の危険性が高まるため，熱中症の予防や対処法に関
する普及啓発に努めるものとする。」と明記

〇令和5年5月に、熱中症対策実行計画として法定の閣議決定計画に格上げ

特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関
する普及啓発に努める。

以上の国の防災基本計画の修正を踏まえ、
本市地域防災計画（風水害対策編、震災対策編）
に以下の文言を追加

国



Otsu City

Lake Biwa

4

新旧対照表 震災対策編P.4

② 災害対策本部の設置基準

気象庁
地震動特別警報の発表基準に長周期地震動階級４を追加（令和5年2月1日）

滋賀県
滋賀県地域防災計画に「長周期地震動階級４が観測された場合にも、災害対策
本部を設置する旨」を追記（令和5年3月）

以上の国の方針及び県の地域防災計画
の修正を踏まえ、本市地域防災計画を
以下のとおり修正

長周期地震動階級4が観測された場合にも、災害対策本部を設置する旨を追記。

出典）気象庁HP



Otsu City

Lake Biwa
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③ 雪害対策に係る体制強化

新旧対照表 風水害対策編P.1~2

〇令和４年６月の防災基本計画修正において
「雪に伴う大規模な立ち往生が発生した場合の関係機関の連携や滞留車両の
乗員保護について」追記

滋賀県
〇令和５年３月の滋賀県地域防災計画修正において
雪害対策に係る体制強化の内容を追記

〇大雪対策にかかる防災知識の普及について追記
〇道路管理者が除雪や通行止めの情報を共有することについて追記
〇雪に伴う大規模な立ち往生が発生した場合の関係機関の連携や滞留車両
の乗員保護について追記
〇帰宅困難者対策について風水害対策編に震災対策編の内容を追記

国



Otsu City

Lake Biwa
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●指定避難所及び指定緊急避難場所の変更

学区 避難場所名 指定等 備考

滋賀 中ふれあいセンター 変更 指定避難所、指定緊急避難場所

資料編

④ 指定避難所及び指定緊急避難場所、

 指定福祉避難所変更

学区 避難所名 指定面積 収容人数 備考

滋賀 特別養護老人ホームひかりの里 ９７㎡ ２９人 指定福祉避難所

●指定福祉避難所の新規指定

変更前

変更後
学区 避難場所名 指定等 備考

滋賀 皇子が丘児童館 変更 指定避難所、指定緊急避難場所



Otsu City

Lake Biwa
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資料編：別冊土砂災害警戒区域内及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設

見直し前 見直し後

土砂災害警戒区域内 92施設 101施設

浸水想定区域内 152施設 155施設

合計 244施設 256施設

⑤ 避難確保計画対象施設の追加等

＜今年度＞

土砂災害警戒区域及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設について、施設の新
規追加や変更等を確認⇒地域防災計画に反映

避難確保計画の作成、市への提出、訓練の実施と訓練結果の報告



令和５年度　大津市地域防災計画修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く

頁 修　正　前

31 (11)不特定多数の者が出入りする建物の災害予防対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜消防
局＞
ア　公共施設、駅、百貨店や劇場など、多くの人が出入り
する建物における災害は大きな被害をもたらすと想定され
るため、定期的な立入検査等により防災体制及び防災設
備の実態把握を行う。
イ　防火対象物定期点検報告制度等の的確な運用を行
い、災害予防を推進する。

（追） (11)不特定多数の者が出入りする建物の災害予防対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜消防局、都市計
画部＞
ア　公共施設、駅、百貨店や劇場など、多くの人が出入り
する建物における災害は大きな被害をもたらすと想定され
るため、定期的な立入検査等により防災体制及び防災設
備の実態把握を行う。
イ　防火対象物定期点検報告制度等の的確な運用を行
い、災害予防を推進する。
ウ　建築物等からの看板等の落下による人的被害を未然
に防ぐため、適正な安全管理について啓発活動を行う。

49 第５　雪害への備え
【基本方針】
冬季の道路交通を安全に確保するため、毎年「道路除雪
計画」等を定め、これに基づき迅速かつ適切な雪寒対策
の実施に努める。
また、豪雪地帯対策措置法第２条の規定により指定され
た豪雪地帯において、集落保護を目的とする雪崩防止工
事の推進を県に要請し、雪崩による災害から人命を守り、
市民生活の安定を図る。

（追） 第５　雪害への備え
【基本方針】
冬季の道路交通を安全に確保するため、毎年「道路除雪
計画」等を定め、これに基づき迅速かつ適切な雪寒対策
の実施に努める。
また、豪雪地帯対策措置法第２条の規定により指定され
た豪雪地帯において、集落保護を目的とする雪崩防止工
事の推進を県に要請し、雪崩による災害から人命を守り、
市民生活の安定を図る。
　さらに、積雪に伴う大規模な立往生が発生し、滞留車両
の開放に長時間を要すると見込まれる場合に各機関が連
携を図りながら、乗員保護支援を行う。

49 （追加） （追） (3)防災知識の普及
＜総務部、建設部＞
集中的な大雪が予測される場合において、計画的・予防
的な通行規制や不要・不急の道路利用を控えることが重
要であることについて周知に努めるものとする。また、雪
下ろし中の転落事故や屋根雪の落下等による人身事故の
防止を図るよう、除雪作業の危険性と対応策を住民に示し
注意喚起に努めるものとする。

　＜風水害等対策編＞

風水害等対策編

修　　正　　理　　由

滋賀県地域防災計画修正に伴う修正

修　正　後（案）

　　　第1章　　総則

　　　第2章　　災害予防計画

滋賀県地域防災計画修正に伴う修正

市の施策方針による修正
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令和５年度　大津市地域防災計画修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く

頁 修　正　前

風水害等対策編

修　　正　　理　　由修　正　後（案）

50 （追加） （追） (4)情報の収集・連絡体制の整備
＜建設部＞
「滋賀県における雪害時の乗員保護支援計画」に基づき、
道路管理者は、除雪や通行止めの情報を共有し、相互に
接続する道路の除雪等の連携に努めるものとする。

50 （追加） （追） (5)大規模車両滞留発生時の乗員保護について
＜総務部、建設部＞
「滋賀県における雪害時の乗員保護支援計画」に基づき、
道路管理者は、車両の滞留状況や開放の見通し等に関
する道路管理者が有する情報等から、積雪に伴う大規模
な立ち往生が発生し、滞留車両の開放に長時間を要する
と見込まれる場合には、相互に連携の上、支援体制を構
築し、滞留車両の乗員に対し、救援物資の提供や避難所
への一時避難の支援等を行うよう努めるものとする。

55 (4) 災害医療コーディネーターの導入要請
＜健康保険部（保健所）、滋賀県＞
　災害医療コーディネーターは、災害時医療に関する物的
資源、人的資源などの協調や調整を行う災害医療のスペ
シャリストで、災害医療を効率的に実施するための役割を
担うことが可能な人材である。
　市は、大規模災害時必要に応じて、県に災害医療コー
ディネーターの派遣を要請する。

（修） (4) 災害医療コーディネーターの導入要請
＜健康保険部（保健所）、滋賀県＞
　災害医療コーディネーターは、災害時医療に関する物的
資源、人的資源などの協調や調整を行う災害医療のスペ
シャリストで、災害医療を効率的に実施するための役割を
担うことが可能な人材である。
　市は、大規模災害時必要に応じて、県に災害医療コー
ディネーターの派遣を要請する。
　災害医療コーディネーターは、保健所対策本部に登庁
し、保健所長の活動方針のもとに活動する。

60 市は防災担当部局や保健・福祉担当部局などの関係部局
との連携の下、福祉専門職

（修） 市は防災担当部局や保健・福祉担当部局などの関係部局
との連携の下、保健・福祉・医療専門職

来年度以降、保健・医療専門職へ個別避難計画
の作成を依頼する可能性があるため

災害医療コーディネーターの活動拠点及び指揮
命令系統を明記するもの

滋賀県地域防災計画修正に伴う修正

滋賀県地域防災計画修正に伴う修正
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令和５年度　大津市地域防災計画修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く

頁 修　正　前

風水害等対策編

修　　正　　理　　由修　正　後（案）

63 (8)帰宅困難者対策
＜福祉部、教育委員会＞
学校・園は、保護者が帰宅困難者となって、保護者による
園児・児童・生徒等の引き取りが困難な場合や、生徒等の
帰宅が困難な場合には、一定期間校舎等に留める対策を
とることを保護者に周知する。また、災害時における学校
等と保護者との連絡方法についてあらかじめ定めておく。

(8)帰宅困難者対策
＜総務部、市民部、福祉部、健康保険部、都市計画部、建
設部、教育委員会＞
公共交通機関が運行を停止した場合、帰宅困難者が大量
に発生することから、平常時から「むやみに移動を開始し
ない」という帰宅困難者対策に対する基本原則や安否確
認手段について広報に努めるとともに、企業等に対して、
従業員等を一定期間事業所に留めておくことができるよ
う、必要な物資の備蓄等を促す対策に努める。また、帰宅
困難者および駅周辺等における滞留者等の安全確保を図
るため、指定避難所へ誘導するとともに、交通運行情報や
被害情報等を提供するなどの訓練を実施する。
学校・園は、保護者が帰宅困難者となって、保護者による
園児・児童・生徒等の引き取りが困難な場合や、生徒等の
帰宅が困難な場合には、一定期間校舎等に留める対策を
とることを保護者に周知する。また、災害時における学校
等と保護者との連絡方法についてあらかじめ定めておく。

ア　情報収集体制の構築
災害時において関係機関等の円滑な情報伝達ができるよ
う、平時からの訓練等により、実効性のある情報連絡体制
を構築しておく。
イ　一時滞在施設の確保
市は滞在施設が必要となる訪問客や観光客などの駅別
帰宅困難者推定値が200人を超える、JR大津駅、JR膳所
駅、JR石山駅、JR瀬田駅、JR大津京駅、JR比叡山坂本
駅、JRおごと温泉駅、JR堅田駅に関して、公共施設、民間
施設を問わず、協定締結等を通じて各駅周辺の一時滞在
施設の確保に努めるものとする。また、大規模災害時にお
いては、大津市地域防災計画で指定している指定避難所
は地元の避難者で満員となる可能性があるため、可能な
限り地域防災計画上の指定避難所とは別の一時滞在施
設の確保に努める。

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ケ-3 災害時に
おける大津市食品衛生協会による支援に関する協定（大
津市食品衛生協会）　コ-1 災害発生時における一時滞在
施設の提供に関する協定書（おごと温泉旅館協同組合）
コ-2 災害発生時における一時滞在施設の提供に関する
協定書（株式会社いずみ二一）　コ-3 災害発生時におけ
る一時滞在施設の提供に関する協定書（株式会社平和
堂）コ-4 災害発生時における帰宅困難者への支援に関す
る協定書（一般社団法人大津市商店街連盟）］

（修） 震災対策編と統一
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令和５年度　大津市地域防災計画修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く

頁 修　正　前

風水害等対策編

修　　正　　理　　由修　正　後（案）

68 ア　被災者の健康維持
災害時においては、生活環境の変化に伴い、被災者が心
身ともに健康に不調を来す可能性が高いため、保健衛生
の観点から指定避難所の生活環境の整備や避難者の健
康管理に対する対策について検討を行う。

（修） ア　被災者の健康維持
災害時においては、生活環境の変化に伴い、被災者が心
身ともに健康に不調を来す可能性が高いため、保健衛生
の観点から指定避難所の生活環境の整備や避難者の健
康管理に対する対策について検討を行う。特に、夏季には
熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に
関する普及啓発に努める。

183 ［仮設便所の設置要領］
(ｵ) 屋外に設置した仮設便所で照明施設が必要な場合
は、関西電力と調整の上、照明施設を設置する。

（修） ［仮設便所の設置要領］
(ｵ) 屋外に設置した仮設便所で照明施設が必要な場合
は、小売電気事業者等と調整の上、照明施設を設置す
る。

227 連番21の行 （修） 連番21の行の削除

230 （ア）期間　農林漁業施設資金：20年以内
（イ）貸付利率　年0.45%～1.0%（平成25年5月20日現在…）

（修） （ア）期間　農林漁業施設資金：15～25年以内
（イ）貸付利率　年0.55%～1.0%（令和5年3月20日現在…）

　　　第4章　　災害復旧・復興計画

　　　第3章　　災害応急対策計画

条例が廃止されたため

電力自由化に伴う修正

現行の制度内容に合わせるため

防災基本計画修正に伴う修正
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令和５年度　大津市地域防災計画修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く

頁 修　正　前

24 （修）

　　　第3章　　災害応急対策計画

軽微な修正
（南海トラフ地震の被害想定を滋賀県地震被害
想定に合わせるため、「東南海・南海地震」の記
載を削除）

震災対策編

修　正　後（案） 修　　正　　理　　由

　＜震災対策編＞

　　　第1章　　総則

　　　第2章　　災害予防計画
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令和５年度　大津市地域防災計画修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く

頁 修　正　前

震災対策編

修　正　後（案） 修　　正　　理　　由

28 当該地震により滋賀県では、揺れや液状化による建物倒壊などで死者
数500人、全壊・焼失建物数1万3千棟が想定されている。

（修） 当該地震により滋賀県では、揺れや液状化による建物倒壊などで死者
数約500人（大津市:約100人）、全壊・焼失建物数約1万3千棟（大津市:
約3,400棟）が想定されている。

南海トラフ巨大地震（陸側ケース）による被害想定

出典：滋賀県地震被害想定（概要版）（滋賀県：2014）より抜粋

73 (4) 災害医療コーディネーターの導入要請
＜健康保険部（保健所）、滋賀県＞
　災害医療コーディネーターは、災害時医療に関する物的資源、人的資
源などの協調や調整を行う災害医療のスペシャリストで、災害医療を効
率的に実施するための役割を担うことが可能な人材である。
　市は、大規模災害時必要に応じて、県に災害医療コーディネーターの
派遣を要請する

（修） (4) 災害医療コーディネーターの導入要請
＜健康保険部（保健所）、滋賀県＞
　災害医療コーディネーターは、災害時医療に関する物的資源、人的資
源などの協調や調整を行う災害医療のスペシャリストで、災害医療を効
率的に実施するための役割を担うことが可能な人材である。
　市は、大規模災害時必要に応じて、県に災害医療コーディネーターの
派遣を要請する。
　災害医療コーディネーターは、保健所対策本部に登庁し、保健所長の
活動方針のもとに活動する。

79 市は防災担当部局や保健・福祉担当部局などの関係部局との連携の
下、福祉専門職

（修） 市は防災担当部局や保健・福祉担当部局などの関係部局との連携の
下、保健・福祉・医療専門職

滋賀県地震被害想定における南海トラフ巨大地
震（陸側ケース）による被害想定を追記

来年度以降、保健・医療専門職へ個別避難計
画の作成を依頼する可能性があるため

災害医療コーディネーターの活動拠点及び指揮
命令系統を明記するもの
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令和５年度　大津市地域防災計画修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く

頁 修　正　前

震災対策編

修　正　後（案） 修　　正　　理　　由

88 ア　被災者の健康維持
災害時においては、生活環境の変化に伴い、被災者が心身ともに健康
に不調を来す可能性が高いため、保健衛生の観点から指定避難所の生
活環境の整備や避難者の健康管理に対する対策について検討を行う。

（修） ア　被災者の健康維持
災害時においては、生活環境の変化に伴い、被災者が心身ともに健康
に不調を来す可能性が高いため、保健衛生の観点から指定避難所の
生活環境の整備や避難者の健康管理に対する対策について検討を行
う。特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対
処法に関する普及啓発に努める。

122 （追） 地震動特別警報の発表基準が改定されたため

防災基本計画修正に伴う修正
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令和５年度　大津市地域防災計画修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く

頁 修　正　前

震災対策編

修　正　後（案） 修　　正　　理　　由

124 （追）

197 ［仮設便所の設置要領］
(ｵ) 屋外に設置した仮設便所で照明施設が必要な場合は、関西電力と
調整の上、照明施設を設置する。

（修） ［仮設便所の設置要領］
(ｵ) 屋外に設置した仮設便所で照明施設が必要な場合は、小売電気事
業者等と調整の上、照明施設を設置する。

251 （ア）期間　農林漁業施設資金：20年以内
（イ）貸付利率　年0.45%～1.0%（平成25年5月20日現在…）

（修） （ア）期間　農林漁業施設資金：15～25年以内
（イ）貸付利率　年0.55%～1.0%（令和5年3月20日現在…）

3 （２）
計画の目的と位置づけ
本市の実情に応じた帰宅困難者対策について、基本的な考え方及び対
策のあり方を示し、市及び市内の事業者（企業・学校、大規模集客施設
の管理者等）等による帰宅困難者対策の指針とする。 なお、本計画は大
津市地域防災計画（震災対策編）第３章 災害応急対策計画 第６節 帰宅
困難者対策における基本方針に基づき、実施計画として位置づけるもの
とする 。

（追） （２）
計画の目的と位置づけ
本市の実情に応じた帰宅困難者対策について、基本的な考え方及び対
策のあり方を示し、市及び市内の事業者（企業・学校、大規模集客施設
の管理者等）等による帰宅困難者対策の指針とする。 なお、本計画は
大津市地域防災計画（震災対策編）第３章 災害応急対策計画 第６節
帰宅困難者対策における基本方針に基づき、実施計画として位置づけ
るものとする 。
※滋賀県帰宅困難者対策ガイドラインとの連携を図る

　　　帰宅困難者対策計画

滋賀県帰宅困難者対策ガイドラインが完成予定
のため

地震動特別警報の発表基準が改定されたため

　　　第4章　　災害復旧・復興計画

電力自由化に伴う文言修正

現行の制度内容に合わせるため
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